
　　　　　　　　　　　　法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地 過疎地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

変更前 営業所 027200 宮ノ下温泉簡易郵便局 ○ 神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下１１５ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 218870 博物館明治村簡易郵便局 ○ 愛知県犬山市内山１ - ○ ○ × ○ × -

変更後 営業所 218870 博物館明治村簡易郵便局 ○ 愛知県犬山市内山１ - ○ × × × × -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 228660 東宮簡易郵便局 ○ 三重県度会郡南伊勢町東宮７２５ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 228860 四日市三重団地簡易郵便局 ○ 三重県四日市市三重６－１１３ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 228860 四日市三重団地簡易郵便局 ○ 三重県四日市市三重６－１１３ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 228970 紀宝神内簡易郵便局 ○ 三重県南牟婁郡紀宝町神内１５３－１４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 228970 紀宝神内簡易郵便局 ○ 三重県南牟婁郡紀宝町神内１５３－１４ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 557630 下関勝谷新町簡易郵便局 ○ 山口県下関市勝谷新町３－１０－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 557630 下関勝谷新町簡易郵便局 ○ 山口県下関市勝谷新町３－１０－１ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 707310 屋我地簡易郵便局 ○ 沖縄県名護市饒平名１１７７－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 707310 屋我地簡易郵便局 ○ 沖縄県名護市饒平名１１７７－１ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 718670 立門簡易郵便局 ○ 熊本県菊池市重味２３４５－３ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 727480 大野原簡易郵便局 ○ 大分県玖珠郡玖珠町戸畑３３２８－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 727480 大野原簡易郵便局 ○ 大分県玖珠郡玖珠町戸畑３３２８－１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 768280 馬ノ元簡易郵便局 ○ 長崎県平戸市田平町深月免１５８－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 768280 馬ノ元簡易郵便局 ○ 長崎県平戸市田平町深月免１５８－１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

R8.7.1 契約解除

R8.7.1 業務変更

R8.7.1 契約締結

R8.7.1 業務変更

R8.7.1 業務変更

R8.7.1 業務変更

R8.7.1 業務変更

R8.7.1 契約解除

R8.7.1 業務変更

R8.7.1 業務変更

別紙
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変更前 郵便局 768570 獅子簡易郵便局 ○ 長崎県平戸市獅子町１７５５－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 768570 獅子簡易郵便局 ○ 長崎県平戸市獅子町１７５５－１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 788270 鹿児島自由ヶ丘簡易郵便局 ○ 鹿児島県鹿児島市自由ケ丘１－１８－１７ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 営業所 788270 鹿児島自由ヶ丘簡易郵便局 ○ 鹿児島県鹿児島市自由ヶ丘１－１８－１７ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 817190 田高田簡易郵便局 ○ 宮城県栗原市栗駒片子沢古戸２６ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 110880 鬼無里郵便局 - 長野県長野市鬼無里２４１－１－２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 110880 鬼無里郵便局 - 長野県長野市鬼無里２４０－２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 330150 織田郵便局 - 福井県丹生郡越前町織田９８－３－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 330150 織田郵便局 - 福井県丹生郡越前町織田第４１－４５ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 411000 旭千林郵便局 - 大阪府大阪市旭区千林２－１１－３ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 411000 旭千林郵便局 - 大阪府大阪市旭区千林２－１１－３５ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 435320 神戸中山手郵便局 - 兵庫県神戸市中央区中山手通１－２１－１２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 435320 神戸北野郵便局 - 兵庫県神戸市中央区山本通１－７－１６ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 015380 銀座並木通郵便局 - 東京都中央区銀座３－２－１０ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 128640 三条直江簡易郵便局 ○ 新潟県三条市直江町３－１５－２３ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 718710 宮内簡易郵便局 ○ 熊本県上益城郡甲佐町小鹿１３５８－１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

廃止

R8.7.6 移転

R8.7.8 移転・改称

R8.7.1 業務変更

R8.7.1 住居表示変更

R8.7.31 契約解除

R8.7.1 契約解除

R8.7.31 契約解除

R8.7.6 移転

R8.7.6 移転

R8.7.11
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    「関連保険会社」を記入すること。その他届出時の状況に応じて備考欄に記入すること。

注１　郵便局及び会社の営業所の別に整理すること。
　２　当該郵便局又は当該営業所が簡易郵便局である場合は、「簡易郵便局」の欄に「○」を記入すること。
　３　所在地が第四条第五項に規定する過疎地に該当するときは、「過疎地」の欄に「○」を記入すること。
　４　(1)から(5)までについては、実施する業務には「○」、実施しない業務には「×」を各該当欄に記入すること。
　５　当該郵便局又は当該営業所に関連銀行又は関連保険会社の営業所が併設されている場合は、併設されている営業所に応じて、「関連銀行又は関連保険会社の営業所」の欄に「関連銀行」又は


